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はじめに

本検討会は、平成12年7月に設置されて以来、［9

回〕にわたり、広くかつ深い問題に対して精力的な

検討を行ってきた。限られた時間の中で、「社会的

援護を要する人々」に対する全ての問題を論じ尽く

すことはできなかったが、問題の所在と「社会福祉

のあり方」の見取り図とでもいうべきものの整理を

行えたものと考え、報告する。

1．　基本的な考え方

戦後、我が国は、混乱した貧しい社会から立ち上が

り、豊かな社会を創造してきた。社会福祉も「貧困か

らの脱出」という社会目標に向け、一定の貢献をして

きたことは評価されてしかるべきであろう。しかし

ながら、その後の都市化と核家族化の進展や、産業化、

国際化の中で人々の「つながり」が弱くなってきたこ

とも否定できない。また、社会が経済的に豊かになっ

たとはいえ、新たな課題への挑戦を称え、尊ぶとい

う側面が弱くなってきていることも指摘されている。

社会福祉に関わる諸制度も、このような社会の変

化の中で、逐次、整備が図られてきた。貧しい社会

における貧困者の救済を中心とした選別的な社会福

祉から、豊かな社会の中における国民生活の下支え

としての社会福祉へ、少子・高齢社会において安心

できる社会福祉へと普遍化が図られてきた。

一方、近年、社会福祉の制度が充実してきたにも

かかわらず、社会や社会福祉の手が社会的援護を要

する人々に届いていない事例が散見されるように

なっている。

社会福祉は、その国に住む人々の社会連帯によっ

て支えられるものであるが、現代社会においては、

その社会における人々の「つながり」が社会福祉に

よって作り出されるということも認識する必要があ

る。特に、現代社会においてはコンピューターなど

の電子機器の開発・習熟が求められるが、人々の「つ

ながり」の構築を通じた偏見．差別を克服するなど

人間の関係性を重視するところに、社会福祉の役割

があるものと考える。なお、この場合における「つ

ながり」は共生を示唆し、多様性を認め合うことを

前提としていることに注意する必要がある。

先の通常国会で成立した「社会福祉事業法等の一

部を改正する法律」は、豊かな社会における社会福

祉制度として、救済的な措置制度から利用者の選択

を尊重する利用制度へと転換を図ろうとする「社会

福祉の基礎構造改革」である。それとともに社会福

祉サービスが人間による人間のためのサービスであ

るという原点に立ち返った制度改革であり、「地域

福祉の推進」という章を新たに設けたことからも明

らかなように、地域社会における「つながり」を再

構築するための改正であるともいえよう。

イギリスやフランスでも、「ソーシャル・インク

ルージョン」が一つの政策目標とされるに至ってい



るが、これらは「つながり」の再構築に向けての歩

みと理解することも可能であろう。

諸外国におけるこのような試みに鑑みると、「社

会的援護を必要とする人々に社会福祉の手が届いて

いない」事例は、それがたとえ小さな事例であった

としても、その集積と総合化の中から「つながり」

の再構築への道筋が浮かび上がってくるものと思う。

本検討会ではこのような考え方から、制度論から

ではなく、実態論からのアプローチを行った。すな

わち、いくつかの現在生起している課題の実態を踏

まえ、個別具体的な解決の方法を考え、それらを総

合化していくという検討方法である。今後の「社会

福祉のあり方」を展望するとき、このような検討方

法も一つの有力な方法であることを指摘しておきたい。

2．近年における社会経済環境の
変化

以下のような社会経済環境の変化に伴い、新たな

形による不平等・格差の発生や、共に支え合う機能

の脆弱化が指摘されている。また、社会保障・社会

福祉制度体系のよって立つ基盤自体の変化にも着目

する必要がある。

①経済環境の急速な変化

●産業構造の変貌とグローバリゼーション

●成長型社会の終焉

●終身雇用など雇用慣行の崩れ

●企業のリストラの進行

●企業福祉の縮小～競争と自己責任の強調

②家族の縮小

●世帯規模の縮小

●家族による扶養機能のますますの縮小

●非婚・パラサイトシングルなどの現象

③都市環境の変化

●都市機能の整備

●高層住宅、ワンルームマンションなど住宅

の変化

●消費社会化

●都市の無関心と個人主義

④価値観のゆらぎ

●技術革新や社会経済変化の中で、人間や生

活、労働をめぐる基本的価値観の動揺

3．対象となる問題とその構造

従来の社会福祉は主たる対象を「貧困」としてき

たが、現代においては、

●「心身の障害．不安」（社会的ストレス問題、

アルコール依存、等）

●「社会的排除や摩擦」（路上死、中国残留孤児、

外国人の排除や摩擦、等）

●「社会的孤立や孤独」（孤独死、自殺、家庭内

の虐待・暴力、等）

といった問題が重複．複合化しており、こうした新

しい座標軸をあわせて検討する必要がある。

〔別紙〕

このうち、社会による排除．摩擦や社会からの孤

立の現象は、いわば今日の社会が直面している社会

の支え合う力の欠如や対立・摩擦、あるいは無関心

といったものを示唆しているともいえる。

具体的な諸問題の関連を列記すると、以下の通り

である。

●急激な経済社会の変化に伴って、社会不安やス

トレス、ひきこもりや虐待など社会関係上の障

害、あるいは虚無感などが増大する。

●貧困や低所得など最低生活をめぐる問題が、リ

ストラによる失業、倒産、多重債務などとかか

わりながら再び出現している。

●貧困や失業問題は外国人労働者やホームレス、

中国残留孤児などのように、社会的排除や文化

的摩擦を伴う問題としても現れている。

●上記のいくつかの問題を抱えた人々が社会から

孤立し、自殺や孤独死に至るケースもある。

●低所得の単身世帯、ひとり親世帯、障害者世帯

の孤立や、わずかに残されたスラム地区が、地

区ごと孤立化することもある。

●若年層などでも、困窮しているのにその意識す

らなく社会からの孤立化を深めている場合もあ

る。これらは通常「見えにくい」問題であるこ

とが少なくない。

以上の整理は、あくまで例示であって、これらの

問題が社会的孤立や排除のなかで「見えない」形を

とり、問題の把握を一層困難にしている。孤独死や

路上死、自殺といった極端な形態で現れた時にこの

ような問題が顕在化することも少なくない。



そのため、「見えない」問題を見えるようにする

ための、複眼的取り組みが必要である。

（問題把握の視点）

①問題の背景

●経済環境の変化

●家族の縮小

●都市（地域）の変化

②問題の基本的性格

●心身の障害や疾病

●社会関係上の問題

●貧困や低所得

③社会との関係における問題の深まり

●社会的排除・摩擦

●社会的孤立

④制度との関係における問題の放置

●制度に該当しない

●制度がうまく運用されていない

●制度にアクセスできない

●制度の存在を知らない

4．問題が発生しながら解決に至
らない理由

問題が発生しながら解決に至らない理由を、家庭、

地域、職域の要因、行政実施主体の要因、福祉サー

ビスを提供する側の要因の各諸面に分けて整理を

行った。

（1）個人、家庭、地域、職域の要因

従来、自助・共助として、個別の問題を受け止め、

解決してきた家族や地域のつながりが希薄化し、ま

た職域の援助機能も脆弱化している。一方、従来の

価値観や生活習慣が崩れたことにより、個人が家族

や近隣との接触．交流なしに生活できる社会になっ

ている。

このことは現代社会の成熟化に伴う特色であると

も考えられるが、一方この結果、孤立、孤独や社会

的排除に伴う課題に直面した場合に問題解決が難し

くなっている。

（2）行政実施主体の要田

社会福祉制度の充実整備を通じ、行政実施主体の

側においては業務の専門性が高まる反面、その枠に

収まらない対象者が制度の谷間に落ちるのを見過ご

す傾向が強くなっている。また、社会福祉法人など

の福祉サービス提供者に対して、目的とした事業以

外への積極的な取り組み意欲を阻害する制度運営が

行われてきたことも指摘されている。

さらに、特定の問題に直面している人々が分散し

ていることにより、行政実施主体がそれを課題集団と

して認識できず、「見えにくい」問題が発生している。

（3）福祉サービス提供側の要田

社会福祉法人などの社会福祉サービスを提供する

側においても、行政から委託される社会福祉事業の

執行に努めるあまり、困窮した人々の福祉ニーズを

把握できず、見落とすといった問題も発生している。

5．新たな福祉課題への対応の理
念－今日的な「つながり」の
再構築

これらの諸問題に対応するための、新しい社会福

祉の考え方を提言する。

（1）新たな「公」の創造

今日的な「つながり」の再構築を図り、全ての人々

を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化

的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員とし

て包み支え合う（ソーシャル・インクルージョン）

ための社会福祉を模索する必要がある。

このため、公的制度の柔軟な対応を図り、地域社

会での自発的支援の再構築が必要である。特に、地

方公共団体にあっては、平成15年4月に施行となる

社会福祉法に基づく地域福祉計画の策定、運用に向

けて、住民の幅広い参画を得て「支え合う社会」の

実現を図ることが求められる。

さらに社会福祉協議会、自治会、NPO、生協・

農協、ボランティアなど地域社会における様々な制

度、機関．団体の連携・つながりを築くことによっ



て、新たな「公」を創造していくことが望まれよう。

（2）問題の発見把握それ自体の重視

金銭やサービスの供給だけでなく、情報提供、問

題の発見把握、相談体制を重視し（社会福祉の方法

論の拡大．確立）、社会的つながりを確立していく

必要があろう。

（3）問題把握から解決までの連携と統合的アプ

ローチ

問題の発見・相談は、必ず何らかの制度や活動へ

結びつけ、問題解決につなげるプロセスを重視する。

（4）基本的人権に基づいたセーフティネットの確

立

個人の自由の尊重と社会共同によるセーフティ

ネットの確保を図る。特に、最低限の衣食住について

は最優先で確保されるようにしていく必要があろう。

6．社会福祉に関する相反する要
請

新しい社会福祉の構築に当たっては、以下のよう

な相反する要請があり、これらの調和・両立を実現

する必要がある。

①　専門性の向上を図るための制度の分化と、

総合性を確保するための制度の調和一地域

福祉の推進

②　制度化を必要とする課題と、制度的でない

手法によって対応すべき課題の整理について

の社会的合意形成

③　専門家の養成．確保と幅広い住民の参加

④　主体性と社会的支援との調和

できるだけ個々人の主体性を尊重すること

と、社会構成員としての責任を果たすことを

実現できるような支援

⑤　個人のプライバシー・自由と社会福祉の連

結のあり方の整理

7．　いくつかの具体的提言

新しい福祉を構築する方法として、いくつかの具

体的提言を行うこととする。

（1）社会的なつながりを割出することに係る提言

●情報交換・情報提供の「場」の創造

民生委員や社会福祉協議会、自治会、NPO、

生協・農協、ボランティア、各種民間団体など

地域社会の人々が協力して、関係機関の連絡会

を開催するなど情報交換の「場」を設け、「孤

立した人々への見守り的な介入」を行うことが

必要（空気は通すが水は通さない柔軟なネット

ワークの構築）。

●共通の課題を有する人々の定期交流のための場

の提供や、受診をきっかけとした仲間づくりの

支援。

●外国人に対するワンストップサービスのような総

合サービス機能を設け、通訳ボランティアの協

力を得ながら外国人に対する総合案内を進める。

（2）福祉サービス提供主体に係る提言

●社会福祉法人などが創設の趣旨に立ち返り、地

域の福祉問題を発見・対応する取り組みを強化。

この場合において、社会福祉法人としての自主

性．自発性を確保・強化する観点から、独自の

財源確保に努めることが望まれる。

●宿泊、食事、入浴等の選択的利用を認める個別

対応プログラムの実施。

●福祉と医療の総合的な提供の取り組みの支援。

また、無料低額診療に取り組んできた済生会等

においては、その全国ネットワークを活用して、

社会的援護を要する人々に対する福祉医療サー

ビスを積極的に提供することが期待される。

（3）行政実施主体の取り組みに係る提言

①問題発見・問題解決機能の向上を図る必要があ

る。

行政実施主体については、待ちの姿勢で対応する、



制度の内規などにより制度本来の趣旨を狭め硬直的

な運用を行っている（行政の下方硬直性）、窓口の

たらいまわしにより総合的解決に結びつきにくい、

といった批判があり、これに応えていくことが求め

られる。

また、相談を受けながら福祉サービスにつながら

なかった事例の記録を分析して問題発掘に取り組む

とともに、問題解決への手順を明確にする。

社会福祉の基本姿勢として、相談だけでなく解決

にもっていくプロセスを重視することが必要であろう。

②福祉分野と他分野との連携を強化する必要があ

る（建設・労働部局、水道・電気事業者等）。

都市部を中心に、周囲と連絡を取らずに一人暮ら

しを行う人々が増えており、役所や民生委員などに

よる直接的な福祉ニーズの把握が困難になる中で、

水道・電気事業者、家屋賃貸者などの何らかの契約

関係を有する者との連携が効果的である。

ホームレスについては、多くの者が道路、公園、

河川敷といった公共の用地で暮らしており、住まい

の確保が最優先の課題である。また、自立のために

は、就業斡旋や職業訓練など労働部局との連携が重

要である。これについては、国・地方公共団体が連

携して一時避難所や自立支援センターなどの確保・

提供を進め、道路・公園等の公共の用地での野宿の

解消を早急に図ることが必要である。また、地域に

オンサイトの相談場所があることが有効であり、既

存のいくつかの相談所、相談員の連携・協力を得て、

参加型のサービスを提供することが考えられる。

なお、一部の委員から、この間題についての国の

責務、特別就労対策、住宅．医療・福祉等の総合施

策の推進、公共施設の不法占有の規制などを盛り込

んだ特別立法が必要であるとの意見があった。

③固定した住民概念の転換も迫られている。

家庭、地域、職域の機能の脆弱化を前にして、福

祉サービスを必要とする者について、画一的な要件

に該当しないと対象としないという考え方から脱却

する必要があろう。また、個性を尊重し、異なる文

化を受容する地域社会づくりのために、外国人や孤

立した人々をも視野に入れた情報提供や都市部にお

ける地域福祉・コミュニティワークの開発が期待さ

れる。

（4）人材養成に関する提言

①福祉人材の育成

対象とする人々の問題を読みとり、地域での生活

を全体的に捉え、地域形成に参画する社会福祉士な

どソーシャルワークに携わる人々の育成が必要であ

り、このため、養成機関における教育や実習等にお

いては、地域社会との連携を強化する必要がある。

②福祉人材の姿勢

従来のような行政や施設の窓口で待つ「消極的」

な関わりではなく、地域や対象とする人々の中に「積

極的」に出向くアウトリーチなどの取り組みが必要

とされており、そうした姿勢が求められている。

また外国人等の地域での生活のために、異文化を

受容する姿勢が必要である。

③福祉人材の機能と役割

対象者のニーズに柔軟に即応するために、社会福

祉士などソーシャルワークに携わる人々については、

地域社会における様々な人々と共働するための実際

的権限を付与する必要がある。

地域開発等のように地域住民の主体的な参加や組

織化を必要とする場合には、その事業の実施期間に

わたって、ソーシャルワークに携わる人々を地域の

中に配置するような取り組みが求められている。

④地域の生活様式に対応した地域福祉人材の確保

地域住民の流動化が進み、また日中は地域に不在

となる住民が増加する状況を踏まえ、従来の地域的

つながりにより活動する民生委員や各種相談員だけ

でなく、深夜や若者の集まる場所でも相談に応じら

れるような、新たな生活様式に対応した地域の福祉

人材を配置する。

また、このために多様な人材を民生委員等の地域

福祉人材として登用できるようにする必要がある。

さらに、社会福祉士等地域で活動する専門家の活用

を図るべきである。

（5）その他

①ボランタリズムの醸成

わが国社会において、見えない社会的ニーズに自



発的に対応するボランタリズムが必ずしも十分育っ

ていない。特に、勤労者（サラリーマン）と企業と

の結びつきが強いわが国においては、サラリーマン

及びサラリーマン退職者がボランティアとして参加

できるような文化が育っていない。

したがって、社会福祉協議会やそのボランティア

センターは、福祉の枠にとどまることなく、幅広い

人々の参加を促すように努めるとともに、特にサラ

リーマン及びサラリーマン退職者の参加意欲を積極

的に受け止める機能の強化が期待される。

また、寄付金の税控除などを含め、NPOやボラ

ンティアが地域活動に参加しやすい環境づくりの対

応も必要であろう。

さらに、これまで貧困などの福祉問題に取り組ん

できた救世軍等の民間団体の地域社会への積極的な

役割を認めるとともに、これら団体がその創設の趣

旨を踏まえながら、社会に潜む福祉ニーズの把握と

解決に率先して取り組むことが期待される。

②福祉文化の創造

社会福祉が人々の生活にかかわるものであること

から、人々の生活の拠点である地域社会において、

いわゆる「官」と「民」が共働してその推進を図る

必要があり、新しい「公」の創造を提言した所以で

もある。また、社会福祉が人々の生活にかかわるう

えで、その人の尊厳を守り、生き方を尊重すること

が必要であることはいうまでもない。

これらのことは、狭い意味での社会福祉の課題に

とどまるものではないことから、このようなことに

立脚した福祉文化が創造され、わが国の中に定着し

ていくことが必要であろう。

③生活保護制度の検証

制定50周年を迎えた生活保護制度について、経済

社会の変化、貧困の様相の変化（高齢単身者の増加

等）を踏まえ、保護要件、適用方法、自立支援機能、

保護施設機能、社会保険制度との関係などの諸論点

について、最低生活の保障を基本に、本報告書で指

摘した新たな形の社会的課題をも視野に入れて検証

を行う必要がある。

本報告は、わが国の社会構造の変化を踏まえた新

しい「社会福祉のあり方」の提言を行うものであり、

従来の社会福祉のあり方・方法の見直しを求めるも

のであるが、これを基に社会福祉関係者、国民が幅

広い議論を行うことを期待する。また、各地域にお

いては、平成15年4月の地域福祉計画の策定に向け

て、本提言を参考とされることを期待する。

厚生省（平成13年1月より厚生労働省に改組）に

おいては、関連する他省庁と連携し、検討を重ねた

うえで、本報告の内容の具体化を図ることを期待す

る。

こうした考え方を検討し、具体的な対応、政策に

導くため、平成13年1月の中央省庁再編に伴い、厚

生労働省に設置される社会保障審議会において審議

を進めることを提言する。

〔別添〕

社会的な援護を要する人々に対する

社会福祉のあり方に関する検討会委員

（五十音順）

氏　　　 名 役　　　　　　 職

あお　 やま　　 やっ‾し青　 山　　 伶 東 京 都 副 知 事

よ， ペ　 し　 ろう阿　 部　 志　 郎 （福 ）横 須 賀 基 督 教 社 会 館 館 長

いた　 ゃ丈 ．ナん　 し板　 山　 賢　 治 （福 ）浴 風 会 理 事 長

いわ　 た　 まき J．岩　 田　 正　 美 日本 女 子 大 学 人 間 社 会 学 部 教 授

か　 とう　 ∫，き 「い
加　 藤　 彰　 彦 横 浜 市 立 大 学 国 際 文 化 学 部 教 授

きし　 しと　 よう
岸　 本 葉 子 エ ッ セ イ ス ト

は せ がわ　 王き　 とし長 谷 川　 匡　 俊 淑 徳 大 学 学 長

は．、 た　 なお
張　 田　 直　 子 （福 ）救 世 軍 社 会 事 業 団 社 会 福 祉 部 長

て）ら クノ　 たか ・，き
平　 野　 隆　 之 日本 福 祉 大 学 社 会 福 祉 学 部 教 授

三　 島　 浩　 二み　 しま　 こう 大 阪 市 福 祉 援 護 担 当部 長

完　 畠　　 簑： 全 国 民 生 委 員 児 童 委 員 連 合 会 会 長

ゃま　 事＿．と　 し・．う　ぞう
山　 本 修 三 神 奈 川 県 済 生 会 神 奈 川 県 病 院 長

第　　　 壷 （福 ）こ こ ろ の 家 族 理 事 長

よし　 むら ．・き　 お吉 村 教　 生 （福 ）大 阪 自彊 館 理 事 長

渡 辺　 二　 雄わた　 なべ　　 お 岩 手 県 立 大 学 国 際 社 会 人 教 育 セ ン タ ー長
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〔別紙〕

心身の障害

不安

現代社会の社会福祉の諸問題

社会的排除や摩擦

路上死

ホームレス問題

外国人 ．残留孤児

等の問題

カー ド破産 等の問題

アルコール依存 等の問題

社会的ストレス

問題
中高年リス トラによる生活問題

孤

若年層の 不安定問題

フリーター
低所得

出産育児

低所得者問題

特に単身高齢世帯
虐待 一暴力

虫死 ・自殺

社会的孤立や孤独

（個別的沈殿）

※横軸は貧困と・心身の障害．不安に基づく問題を示すが、縦軸はこれを現代社会との関連で見た問題性を
示したもの。

※各問題は、相互に関連しあっている。

※社会的排除や孤立の強いものほど制度からも漏れやすく、福祉的支援が緊急に必要。

40


